
 
 

令和８年度 都道府県単位保険料率について（案） 

 

 標記について、健康保険法（大正 11年法律第 70号）第 160条第 1項の規定に基づき、 

都道府県単位保険料率の変更がある都道府県について、以下のとおり決定する。 

１．都道府県単位保険料率（平均保険料率９．９％） 
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北 海 道 １０．２８％  １０．３８％  愛 知 県 ９．９３％  １０．０３％  

青 森 県 ９．８６％ 

※９．８５％  

９．９６％  三 重 県 ９．７７％  ９．８７％  

滋 賀 県 ９．８８％  ９．９８％  

岩 手 県 ９．５１％  ９．６１％  京 都 府 ９．８９％  ９．９９％  

宮 城 県 １０．１０％  １０．２０％  大 阪 府 １０．１３％  １０．２３％  

秋 田 県 １０．０２％ 

※１０．０１％ 

１０．１２％  兵 庫 県 １０．１２％  １０．２２％  

奈 良 県 ９．９１％  １０．０１％  

山 形 県 ９．７９％ 

※９．７５％  

９．８９％  和歌山県 １０．０６％  １０．１６％  

鳥 取 県 ９．８６％  ９．９６％  

福 島 県 ９．５０％  ９．６０％  島 根 県 １０．０８％ １０．１８％ 

茨 城 県 ９．５２％  ９．６２％   ※９．９４％  

栃 木 県 ９．８３％ ９．９３％ 岡 山 県 １０．０５％  １０．１５％  

 ※９．８２％  広 島 県 ９．７８％  ９．８８％  

群 馬 県 ９．６８％  ９．７８％  山 口 県 １０．１５％  １０．２５％  

埼 玉 県 ９．６７％  ９．７７％  徳 島 県 １０．２４％  １０．３４％  

千 葉 県 ９．７３％ ９．８３％ 香 川 県 １０．０２％  １０．１２％  

東 京 都 ９．８５％ ９．９５％ 愛 媛 県 ９．９８％  １０．０８％  

神奈川県 ９．９６％ 

※９．９２％  

１０．０６％  高 知 県 １０．０５％  １０．１５％  

福 岡 県 １０．１１％  １０．２１％  

新 潟 県 ９．２１％  ９．３１％  佐 賀 県 １０．５５％  １０．６５％  

富 山 県 ９．５９％  ９．６９％  長 崎 県 １０．０６％  １０．１６％  

石 川 県 ９．７０％  ９．８０％ 熊 本 県 １０．０８％  １０．１８％  

福 井 県 ９．７１％  ９．８１％ 大 分 県 １０．０８％  １０．１８％  

山 梨 県 ９．５５％  ９．６５％  宮 崎 県 ９．７７％  ９．８７％  

長 野 県 ９．６３％  ９．７３％  鹿児島県 １０．１３％ １０．２３％ 

岐 阜 県 ９．８０％  ９．９０％  沖 縄 県 ９．６１％ 

   

９．７１％  

静 岡 県 ９．６１％  ９．７１％   ※９．４４％  

注「都道府県単位保険料率」欄の下段（※）が特例措置（保険料が年度ごとに増減する場合等に、 

その増減を複数年度で一定程度平準化できるような措置）により前年度から据置きとなる保険料率 

 

２．適用時期 

  令和 8年 3月分（任意継続被保険者にあっては、同年 4月分）の保険料額から適用 
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